
平成 27年６月 11日 
 
株 主 各 位 
 
 
                         大阪市中央区上町１丁目３番１号 
                         山 喜 株 式 会 社 
                         代表取締役社長 宮本  惠史 
 
 

「第 63回定時株主総会招集ご通知」の修正について 
 
 平成 27年６月 10日付でご送付いたしました、当社「第 63回定時株主総会招集ご 
通知」の記載事項に一部誤りがございました。 
 ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり謹んで修正申し上げます。 
 なお、修正箇所には下線を付しております。 
 

記 
１．修正箇所１ 
   招集ご通知 29頁 
   貸借対照表（純資産の部）、資本準備金及びその他資本剰余金の金額 
  【修正前】 

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 6,764,279 

資 本 金 3,355,227 

資 本 剰 余 金 2,887,054 

資 本 準 備 金 1,946,470 

そ の 他 資 本 剰 余 金 940,584 

 
【修正後】 

（ 純 資 産 の 部 ）  

株 主 資 本 6,764,279 

資 本 金 3,355,227 

資 本 剰 余 金 2,887,054 

資 本 準 備 金 2,360,700 

そ の 他 資 本 剰 余 金 526,353 



 
２．修正箇所２ 
  招集ご通知 31頁 
  株主資本等変動計算書、株主資本、資本剰余金 

資本準備金及びその他資本剰余金の金額 
 
 
   【修正前】 

株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利益剰余金 

そ の 他 利 益 

剰 余 金 
 

資本金 
資本準備金 

そ の 他 資 本 

剰 余 金 繰 越 利 益 

剰 余 金 

自己株式 
株 主 資 本 

合 計 

平 成 2 6年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 2,940,997 1,946,470 526,353 306,419 △79,306 5,640,934 

事 業 年 度 中 の 変 動 額       

新 株 の 発 行 414,230  414,230   828,460 

剰 余 金 の 配 当    △15,068  △15,068 

当 期 純 利 益    309,109  309,109 

自 己 株 式 の 取 得     △25 △25 

自 己 株 式 の 処 分   0  867 868 

株主 資本 以 外の 項目 の 事業 

年 度 中 の 変 動 額  (純 額 ) 
      

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 414,230 － 414,230 294,040 842 1,123,344 

平 成 2 7年 ３ 月 3 1日 期 末 残 高 3,355,227 1,946,470 940,584 600,460 △78,463 6,764,279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【修正後】 

株 主 資 本 

資 本 剰 余 金 利益剰余金 

そ の 他 利 益 

剰 余 金 
 

資本金 
資本準備金 

そ の 他 資 本 

剰 余 金 繰 越 利 益 

剰 余 金 

自己株式 
株 主 資 本 

合 計 

平 成 2 6年 ４ 月 １ 日 期 首 残 高 2,940,997 1,946,470 526,353 306,419 △79,306 5,640,934 

事 業 年 度 中 の 変 動 額       

新 株 の 発 行 414,230 414,230    828,460 

剰 余 金 の 配 当    △15,068  △15,068 

当 期 純 利 益    309,109  309,109 

自 己 株 式 の 取 得     △25 △25 

自 己 株 式 の 処 分   0  867 868 

株主 資本 以 外の 項目 の 事業 

年 度 中 の 変 動 額  (純 額 ) 
      

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 414,230 414,230 0 294,040 842 1,123,344 

平 成 2 7年 ３ 月 3 1日 期 末 残 高 3,355,227 2,360,700 526,353 600,460 △78,463 6,764,279 

 
３．修正箇所3 

  招集ご通知 39頁  「重要な後発事象に関する注記」の後に追加 

  連結配当規制適用会社に関する注記  

当社は、当事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会

社となります。 

 
 

以上 
 


